
平成２2 年 12 月 

新 潟 市 

 

「平成２2 年度私立高等学校学費助成金」について【お知らせ】 

 

 新潟市では，学費負担を軽減するため，私立高等学校に在籍する生徒の保護者等に，私立高等学校学費助成金

を支給します。 

 なお，市では，これまで授業料を対象に助成を行ってきましたが，平成 22 年 4 月，国から高等学校就学支援

金が支給されることに伴い，これまでよりも所得の少ない世帯の修学上の負担軽減を図るため助成制度を変更し

ます。主な変更点などは次のとおりです。 

○主な変更点 【昨年度】授業料を対象に市民税所得割課税額 89,000 円以下の世帯へ年額 24,000 円助成 

【今年度】これまで助成の対象としてこなかった施設整備費等にかかる学校への納付金を対象

に市民税非課税世帯（生活保護世帯を除く）へ年額 21,400 円助成 

※高等学校就学支援金 授業料について年額 118,800 円を支給 

（市民税の課税状況により 1.5 倍の場合 178,200 円，2 倍の場合 237,600 円） 

 

 １ 支給の対象となる保護者等 

平成２3 年 1 月１日現在，私立高等学校に在籍している生徒の保護者等（新潟市民に限る）で，以下の要

件に該当する世帯 

   ① 平成２２年度市民税非課税世帯（生活保護世帯を除く） 

   ② 年度の途中で，主たる保護者の死亡，疾病又は災害等により①と同程度の状況となった場合 

     *なお，保護者等とは，私立高等学校に在籍している生徒の学費を負担している者又はその生徒本人です。 

２ 支給額および支給時期 

年額 ２１，４００円（平成２３年２月に支給予定，保護者等の口座へ振込み） 

該当年度を 4 期に分け，各期に在籍した生徒に，一期あたりの金額×在籍した期を合計した金額を支給

します。

     ◎例えば，4 月から在籍している生徒の場合 

５，３５０円×４期分（１期から４期分）＝２１，４００円 

◎例えば，１１月から在籍している生徒の場合 

５，３５０円×２期分（３期，４期分）＝１０，７００円 

※在籍期及び在籍月 

   在籍期間 在 籍 月 一期あたりの金額 

 1  期 4 月 か ら 6 月 
 2  期 7 月 か ら 9 月 

5，350 円  
3  期 10 月 か ら 12 月 

 
4  期 1 月 か ら ３ 月 

 

 ３ 申請手続 

   学校に備え付けの「新潟市私立高等学校学費助成金支給申請書」に必要事項を記入，押印の上，「平成２２

年度市・県民税課税証明書」とともに，学校へ提出してください。 

ただし，新潟県の授業料軽減補助金交付申請の課税証明がある場合，写しを添付して提出することができ

ます。 

提出期限は学校によって異なりますので，在学する学校へご確認ください。 

   ※「平成２２年度市・県民税課税証明書」は，区役所税務課及び出張所，連絡所で発行しています。 

４ 問合せ先 

在籍する学校又は新潟市こども未来課育成支援係（電話 025-226-1197） 



 

 

 


